地域企業経営力向上事業業務委託仕様書


１　委託業務名
　　地域企業経営力向上事業業務

２　履行期間
　　契約締結日から令和8年3月31日まで

３　業務の目的
　　市内経営者、右腕人材及び幹部候補者等の経営スキル向上を推進するため、市内企業の経営課題に応じた経営人材育成塾、マーケティング塾及び伴走支援を行い、地域の次世代を牽引する中核的企業を育成することで、市内事業者の経営力底上げ及び地域経済活性化を図るもの。

４　委託業務の内容
(1)経営人材育成塾の概要
　ア　受講対象者
　　　市内に本社、支社及び営業所又はこれに類する事業拠点を有する中小企業の代表者、次期後継者、右腕人材及び幹部候補者等
　イ　実施日及び実施回数
　　　令和7年6月～同年12月の期間中
詳細は、本業務開始後、委託者と受託者が協議の上で決定する。なお、全3回程度実施し、各回の実施間隔は概ね1か月以内とする。
　ウ　講義時間
　　　毎回2～4時間程度（休憩時間含む）
詳細は、本業務開始後、委託者と受託者が協議の上で決定する。
　エ　会場
　　　委託者が指定する釜石市内の施設
　　　会場の手配、会場賃借に係る費用の支出等、運営上必要な調整は、受託者が会場管理者と直接行うものとする。
　　オ　募集予定人数
　　　　各回15名程度

(2)マーケティング塾の概要
　ア　受講対象者
　　　市内に本社、支社及び営業所又はこれに類する事業拠点を有する中小企業の代表者、次期後継者、右腕人材及び幹部候補者等並びに社内中核人材(※1)及び業務人材(※2)等
　　　　※1 事業上の様々な業務において中核を担う人材
　　　　※2 事業運営において各部門又は業務の遂行を担う人材
　イ　実施日及び実施回数
　　　令和7年6月～令和8年2月の期間中
詳細は、本業務開始後、委託者と受託者が協議の上で決定する。なお、全6回程度実施し、各回の実施間隔は概ね1か月以内とする。
　ウ　講義時間
　　　毎回2～4時間程度（休憩時間含む）
詳細は、本業務開始後、委託者と受託者が協議の上で決定する。
　エ　会場
　　　委託者が指定する釜石市内の施設
　　　会場の手配、会場賃借に係る費用の支出等、運営上必要な調整は、受託者が会場管理者と直接行うものとする。
　　オ　募集予定人数
　　　　各回15名程度

(3)業務の内容
ア　市内経営者、右腕人材及び幹部候補者に向けた経営人材育成塾及びマーケティング知識定着を図るセミナーの企画運営
①　本業務の目的を十分に考慮し、市内経営者等の経営スキルを高め、マインドセットを通じて、経営者等の意識・行動変容を促進するために効果的な研修企画を立案すること。
②　経営人材育成塾で使用する講義資料、配付資料を各回の前日までに印刷・製本し、市が指定する場所へ納品すること（納品場所：釜石市商工観光課、納品数：各回20部）。
③　受講者募集のチラシ（A4 片面もしくは両面）を作成し、電子データ（PDF 形式）を初回講義の前の月の1日までに市に納品すること（チラシの印刷は不要）。なお、広報・受講者募集活動は、必要に応じて受託者も協力すること。
イ　申込管理、参加者の対応
①　申込フォームの作成、申込受付、管理、応募者への連絡等を行うこと。
②　問合せ窓口を設置し、応募者等から問合せがあった場合に対応すること。
ウ　当日の運営
①　会場の設営・撤去、受付、司会等、運営管理を行うこと。
エ　受講者アンケートの実施
①　受講者アンケートを作成し、塾及びセミナー後にアンケートを実施すること。
②　アンケート記載内容については、委託者と協議の上、実施効果を計ることができるものとすること。
③　アンケート結果については、取りまとめ及び分析の上、後日、委託者へ提出すること。
５　当市施策及び各支援機関との連携
本業務の実施にあたっては、あらかじめ内容等について委託者と十分に協議し、当市施策や各支援機関と連携して行うこと。

６　秘密の保持・情報提供及び個人情報の取扱い
受託者は、釜石市個人情報保護条例（平成17年釜石市条例第22号）の規定を遵守し、対象者の個人情報を適正に収集し、保管及び使用しなければならない。

７　委託業務の実施状況の報告
(1) 受託者は、委託者から請求があったときは、事業実施の進捗状況について報告すること。
(2) 受託者は、契約締結後、当該履行期間における委託業務の実施状況を、履行期間内に電子媒体又は書面により委託者に報告するものとする。

８　再委託の禁止
　　受託者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

９　成果報告書（実績報告書）の提出
　(1) 受託者は、業務終了までに、次の成果品を提出すること。
　　ア　本業務についての実績報告書・・・1部
　　イ　上記アの電子データ・・・・・1部
(2) 委託者は、納品を受けた上記成果品について確認を行う。受託者は、委託者の確認の結果、修正等の指示があった場合は速やかに対応すること。なお、成果品の納入場所は釜石市商工観光課とする。

10　関係書類の管理及び保存
　　受託者が、委託業務を行うにあたり作成し、又は受領する文書等は、適正に管理及び保存すること。また、本業務完了時は、委託者の指示に従い、保管又は委託者への引き渡しを行うこと。
上記の関係書類は、委託業務終了後5年間保存すること。

11　その他
(1) 本業務の遂行に当たっては、委託者と緊密に連携し、本仕様に疑義が生じた場合、又は本仕様書によりがたい事由及び記載されていない事項が生じた場合は、委託者と協議の上、決定するものとする。
(2) 業務により得られたデータ及び成果品は、委託者に帰属するものとし、委託者の許可なく他に使用又は公表してはならない。
(3) 著作権や肖像権等他の個人又は団体等の権利を侵害しないよう十分留意すること。
(4) 本業務を通じ知り得た一切の事項について、外部への漏えいがないように注意すること。また、委託者が提供する資料を第三者に提供したり、目的以外に使用したりしないこと。履行期間終了後も同様とする。
(5) 業務遂行に当たって、申込み及び問合せについては、原則として受託者が対応することとする。また、業務に関するクレームが発生した場合は、迅速かつ誠実な対応を行い、委託者に報告すること。
受託者が対応できないクレームが発生した場合は、迅速に委託者に報告し、対応を協議すること。
(6) 受託者は、本業務にかかる経費について、経費毎に区分し、帳簿を備えてその収支の内容を明らかにするとともに、証拠書類を整理保管すること。
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